
１ 研究の問題意識



研究の問題意識

• 年金に関する所得税・住民税に関する試算を行うこと
により、税の負担のあり方についての研究

• 拠出や運用の際は非課税、給付の際は課税となる

• 引退期の収入は現役の頃と比べると少ないため、年金
給付に課税しても、負担は小さい

• これが課税に対して逆進的に働くならば問題である。
退職金への税優遇も同様であり、少なくとも年金給付
並みの課税が望ましい



２ 所得税と住民税の仕組み



（１）所得税・住
民税の算出方法

表１ 実際にかかる税金の計算表（所得税）



（１）所得税・住
民税の算出方法

地方税の1つで都道府県民税特市町村税の2つを合わ
せたものである5000円ほど払う均等割と10％ほど払う所
得割がある

●住民税

表２ 実際にかかる税金の計算表（住民税）



（２）社会保険料
控除と限界税率

納税者が自身と親族の負担すべき社会保険料を支払った
場合に払った金額の所得控除を受けられること

●社会保険料控除

iDeCoと社会保険料控除は併用可能だが社会保険
料は全額ではなく、一部となっている

自らが掛けた金額分積み立てた年金のこと



（２）社会保険
料控除と限界税率

課税時の増加の比率のこと

●限界税率



（３）租税支出と
は何か「租税」の最大の目的として、歳出を賄う財源を確保するこ

ととされている

●租税支出



（３）租税支出と
は何か

基準となる税制と比較して、課税された状態よりも、どれ
だけ税収が減ったのかを計測することにより、「租税支出」
の金額を計測する方法

●歳入損失法



1 研究の問題意識
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.
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研究の問題意識

• 年金に関する所得税・住民税に関
する試算を行うことにより、税の負
担のあり方についての研究

• 年金課税の原則は、拠出や運用の
際は非課税、給付の際は課税となる

• しかし、引退期の収入は現役の頃
と比べると少ないため、年金給付に
課税しても、負担は小さい

• これが課税に対して逆進的に働く
ならば問題である。退職金への税優
遇も同様であり、少なくとも年金給
付並みの課税が望ましい



2 所得税と住民税の
仕組み

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.
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（1）所得税住民税の算出方法
所得金額 税率

1000円から194万9000円 ５%

195万円から329万9000円 １０%

330万円から694万9000円 ２０％

695万円から899万9000円 ２３％

900万円から1799万9000円 ３３％

1800万円から3999万9000円 ４０％

4000万円以上 ４５％
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（1）所得税住民税の算出方法

●住民税

地方税の1つで都道府県民税特市町村税の2つ
を合わせたものである5000円ほど払う均等割
の10％ほど払う所得割がある
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（2）社会保険料控除と限界税率

●社会保険料控除

納税者が自身と親族の負担すべき社会保険
料を支払った場合に払った金額の所得控除
を受けられること
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（2）社会保険料控除と限界税率

限界税率
課税時の税率の増加のこと
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（3）租税支出とはなにか

租税支出
「租税」の最大の目的は、

歳出を賄う財源を確保す
ること。とされている
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（3）租税支出とはなにか

●歳入損失法

基準となる税制と比較して、課税され
た状態よりも、どれだけ税収が減ったの
かを計測することにより、「租税支出」
の金額を計測する方法



第3章
試算の前提条件
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• 現役期の収入と引退期の年金
を連動させる。

• これにより、生涯の税負担を比
較できる。年金課税の実態をさぐ
ることができる。

データはあるのか？
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厚生労働省（2019）「2019年財政検証関
連資料」をもとに、給与と年金を設定

 図からの読み取り

 モデル世帯：現役時の月収 43.9万円
引退時の月額年金 22.0万円

うち妻の基礎年金 6.5万円
従って、夫の引退時の月収 15.5万円

 収入階級の設定
対モデル世帯比 0.5, 0.75, 1.25,1.75
これよりⅠ-Ⅴの収入階級を設定
（上記の計算を繰り返す）
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試算の前提：給与と年金

 現役期と引退期の年収は、厚労省「2019年 財政検証関連資料」をもとに設定
 iDeCo掛金は、任意設定。サラリーマンの収入に応じて、Ⅲ分位ならば14.4万円負担できると考えた。

 iDeCoによる租税支出（所得税・住民税の減額）を試算する。
 私的年金は、厚労省「国民生活基礎調査」における2018年の平均値20万円をもとに、任意設定。

 私的年金の受給を加味すると、引退期の税負担はどうなるかを試算する。



実効税率＝（所得税+住民税）／年収

租税支出率＝－租税支出／年収
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実効税率と租税支
出率の算式

収入階級ごとに、限界税率が異なる
→高所得者で実効税率は上昇、
租税支出率のマイナス幅は拡大

一方、住民税率は10％の比例税
→この比例税は、どんな影響を招く？



現役時代の実効税率
と租税支出

４章



第１節
試算結果１

第２節
試算結果２

第３節
考察

もくじ 収入階級別の
実効税率と租
税支出を比較

実効税率と租税
支出の寄与度か
らわかる問題点

実効税率と租税
支出の寄与度を
比較



第１節：試算結果１
収入階級別の実効税率と

租税支出を比較



左表は夫婦世帯(妻:専業主婦)の年収別の税金
と保険料を示したものである。

中級世帯を基準のⅢとして、Ⅰを低所得世帯、Ⅴ
を高所得世帯として考える。

収入から、給与所得控除、基礎控除、配偶者控
除、社会保険料控除を引き、課税ベースを求める。
累進税率を適用して所得税を算出。比例税率を
適用して住民税を算出。

実効税率とは年収における税金の負担率で、高い
ほど負担が大きい。

租税支出率とは政府が負担する負担率で、この値
が小さいほど負担率が大きくなる。

夫婦世帯の場合の試算フロー
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Ⅰ:264万円 Ⅱ:395万円 Ⅲ:527万円 Ⅳ:659万円 Ⅴ:922万円

（１）夫婦世帯(妻は専業主婦)

実効税率（＝所得税住民税／年収) 租税支出率（＝社会保険料とiDeco／年収）

試算結果：実効税率は3.7%~11.1%、租税支出率は-1.4%~-3.4%
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（２-１）単身世帯

実効税率（＝所得税住民税／年収) 租税支出率（＝社会保険料とiDeco／年収）

試算結果：単身世帯の実効税率はやや上昇。租税支出率は同じ。
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（２-２）実効税率と租税支出：共働き世帯

実効税率（＝所得税住民税／年収) 租税支出率（＝社会保険料とiDeco／年収）

試算結果：共働き世帯の実効税率はやや上昇。租税支出率は縮小。
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世帯タイプ別の実効税率

単身世帯 夫婦世帯 共働き世帯

低所得 (左端)と高所得 (右端)では７.３％ポイントの差 (累進性)
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世帯タイプ別の租税支出率

単身世帯 夫婦世帯 共働き世帯

低所得世帯(左端)と高所得世帯(右端)では２.０％ポイントの差(逆進性)



第２節：試算結果２
寄与度の比較



1.0%
1.6% 1.9%

2.7%

5.6%
2.7%

3.7%
4.1%

4.6%

5.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Ⅰ:264万円 Ⅱ:395万円 Ⅲ:527万円 Ⅳ:659万円 Ⅴ:922万円

実効税率の寄与度(所得税・住民税)

所得税 住民税

所得税に住民税を加えると、実効税率は２倍以上にな
る。
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租税支出の寄与度(厚生年金保険料・iDeCo)

厚生年金保険料 iDeCo

高所得世帯のiDeCoの寄与度は-0.6%と厚生年金保険料の4分の１の租税支出が発生する。



第３節：考察
実効税率と租税支出の
寄与度からわかる問題点



実効税率→３.７%(低所得世帯)と１１.１%(高所得世帯)の間には７.３％の差がある。
これが税負担の累進の程度を示す。

租税支出→−１.4％(低所得世帯)とー３.４%(高所得世帯)の間には２.0%の差がある。

考察：租税負担の累進性と租税支出の逆進性

年金関連の減税規模はかなりの域に達している。
モデル世帯(第Ⅲ分位)において、年金税制により税負担が３割近く減額されてい
る。

租税支出率は高所得者において大きく、減税は逆進的であると言える。
税負担の累進性を2％程度弱くしていることがわかる。



5.退職金と実効税率について

.



退職金一時
金として受
け取った場
合の計算

20年均等と
して受け
取った場合
の計算

両者の比
較：まと

め
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本章の構成
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試算の前提：退職一時金の金額
カテゴリー 勤続年数 金額

大卒大手 ３８年 ２,５３７万円

大卒中小 ３８年 １,１４５万円

高卒大手 ４２年 ２, ２７５万円

高卒中小 ４２年 １,０４９万円

出所：平成１８年、日本経団連発表データ、中小企業の賃金・退職金事情をもとに設定
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退職金＜退職所得控除 ⇒ 税負担なし？
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退職金一時金ケースの実効税率
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試算結果（その１）
• 退職所得控除の適用により、４ケースのう

ち大卒大手以外は、税金が課されない。

• 実効税率は０％となり、大卒大手でも１．
５％に留まる。
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試算の前提：退職金２０年均等の場合
カテゴリー ２０年均等 厚生年金

大卒大手 １２７万円 ２６８万円

大卒中小 ５７万円 １８６万円

高卒大手 １１４万円 ２１４万円

高卒中小 ５３万円 １６０万円

注：20年均等ケースでは、これ以外に厚生年金を受給すると考え、それとの合
計額に、所得税、住民税が課せられると考えた。
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試算結果：退職金20年均等ケース
実効税率は0.7％～6.5％
このうちの１/3程度が均等額による6.5%
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厚生年金268万円

20年均等127万円

厚生年金186万円

20年均等57万円

厚生年金214万円

20年均等114万円

厚生年金160万円

20年均等53万円

所得税・住民税の実効税率 うち退職金均等割
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試算結果：退職一時金に比べて２０年の均等では、
所得税が発生する
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退職一時金ケース 20年均等ケース
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試算結果（その２）

• 退職一時金では、ほとんど無税だが、
20年均等では所得税・住民税が発生

• 現役時の実効税率と比較すると、かな
り低い負担率

• 退職金が年金という性格を有するなら
ば、低い負担率は問題では？



• 退職所得控除が適用され、大卒大手以
外は、税金が課されない

• 実効税率もほとんどが０％

一時金として受け
取った場合

• 一時金と比べると、実効税率は上回る

• しかし、現役時の実効税率と比較する
と、下回る

２０年均等として
受け取った場合
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試算結果のまとめ



退職金の実効税率は総じて低い

引退時課税という原則から外れている
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本章のまとめ

少なくとも退職一時金は、年金並みに課
税すべき

現役時の課税（法人税）の見直し？



第6章
引退時代の実効税率と租税支出



第1節
試算結果1

引退時代の税
負担はどうなっ
ているのか？

現役時代と
の比較. 

現役時代を非
課税、引退時
代を課税という
考え方の問題点. 
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もくじ
全3節で構成されていて、1節では現在の引退世
代での税負担、2節では現役時との比較、3節で
は税金回収に対する問題点を述べています.

第3節
考察

第2節
試算結果2
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• 日本の家庭を年収によって分ける＝世帯別とす
る

• 世帯別でどれだけ所得税と住民税に違いが出
るか調べる

• 世帯ごとの税金の負担を実効税率として算出
する

• 実効税率における各税金や公的年金、私的年
金の寄与度を算出する

第1節：試算結果1
引退時代の税負担は
どうなっているのか？



夫婦世帯で妻が専業主婦の場合
• 表は日本人を年収によって分けたもので、右のⅤの
ほうが収入が高く、左のⅠの方が年収が低いものと
なっている

• ここではこのⅠ～Ⅴを収入分位として考える
• 現役期とは年収自体が約半分になっている
• 実効税率は収入分位Ⅴを現役期と比較すると、現
役期は11.1%、引退期では3.8%となっている

• 租税支出率に関しては、現役期は-3.4%から、引
退期は-0.5%と政府の負担率が大きくすくなくなっ
ている

• 現役期と引退期で収入に関しては1/2になっている
が各値においては1/2以上の変化率が見られる
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試算結果1

←第二節ではここを比較



寄与度に関しては倍率の多くかかる
住民税が多い

年金の比率に関しては厚生年金が多く占めている

ページ 54

夫婦世帯（妻専業主婦）の実効税率、収入階級別
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• 日本の家庭は妻が専業主婦ではない
場合も多くある

• そのため、男性単身や女性単身、夫
婦で妻も働いている場合などで4つの
世帯にタイプを考えた

• グラフはその世帯を収入分位ごとに実
効税率がどうなっているかなどを示す

妻専業主婦の場合は妻の年金収入
に対して税金がかからないので、実効

税率が大きく減少する
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第2節：試算結果2
現役時代との比較
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• 第１節で算出された引退時代の実効税
率と租税支出を第４章の現役時代の実
効税率と租税支出で比較する



収入が半分になるのに対して、租税支出率
は約1/7となる
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現役時代と引退時代での実効税率と租税支出率の比較
引退期と現役期の収入が半分になるの
に対して、実効税率は約1/3になる
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結果1
現役期の実効税率は最低
3.7％、最高11.1％であ
り、租税負担の累進性を
示す両者の差分は7.4％

である

結果2
引退期の実効税率は
最低0.0％、最高

3.7％であり、両者の
差分は3.7％である

指摘1
現役時に比べると引
退時の実効税率が

少ない

指摘2

比較の結果
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引退世代の実効税率 引退世代の租税支出率

現在の税制度は引退世
代内の所得再分配に消
極的のように見受けられ

る



第3節：考察
現役時代を非課税

引退時代を課税という考え方の問題点

• 現在の日本政府がとっている税回収
の考え方の問題点を挙げていく

ページ 59



問題点１

引退期における控えめ
な所得再分配も現役
と引退を通算すると帳
消しになること

問題点2

年収が半分以下になっ
てしまっている引退時に
課税を強化してしまうと、
負担が大きくなる

現役時代を非課税
引退時代を課税という考え方の問題点



第7章
まとめ

• 第4章、第5章、第6章の要点を振り返る
• 各章で浮かんだ問題を踏まえ、改善案を示す



第1節
• 現役期の試算
結果である第4
章を振り返る

• 問題点、要点
をまとめる

第2節
• 引退世代である
第5章、第6章
の内容を振り返
る

• 問題点、要点を
まとめる

第3節
• 第1節、第2節
を比較する

• そこから考えら
れる、改善案を
示す

もくじ
各章の内容を要点をまとめ、そこから考えら
れる改善案を示す。



• 各値があらわしていることを振り返る
• 現役期の実効税率や租税支出率を振り返る

第1節
現役期の内容、要点をまとめる

ページ 63



収入分位
• 標準的な年収の
世帯をⅢとする、
年収別で世帯を
分けたもの

• Ⅰが最も年収が
低く、Ⅴが最も年
収が高い

利用した比率
• 実効税率とは、
総税金額を年収
で割ったもの

• 租税支出率は租
税支出を年収で
割ったもの

試算結果
• Ⅴ分位とⅠ分位の
各比率の差を出した

• 実効税率は差が
7.4%となる

• 租税支出率は差が
-2.0%となる
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コスト

減税規模がとても大きくなっている



第2節
引退期の退職金と年金年収のそれぞれに掛かる税
金を振り返る

ページ 65

• 引退期における主な収入源である退職金と年金に
掛かる税金を振り返る

• またそれぞれの実効税率と租税支出率を示す



ケース分け
• この章では試算
が収入分位別で
はない

• 最終学歴や大
企業か否かで
ケース分けをして
試算を行った

受け取り方 試算結果
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• 一時金として退
職金を受け取る
ケースを退職金
一時形式

• 20年で分割して
受け取るケースを
20年分割形式

• 実効税率では、退
職金一時形式であ
れば0％になること
がほとんであった

• 掛かったとしてもわ
ずか1.5％であった

一時金形式では、実効税率がほぼ掛からない
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実効税率の比較

退職一時金ケース 20年均等ケース



各比率 比較
• 実効税率と
租税支出を
試算

• その値を現
役期と比較

試算結果
• ⅤとⅠで実効税率と
租税支出率の差を比
べる

• 実効税率の差は
3.7％

• 租税支出率の差は
0％となる
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• 引退期では受
け取る年金にい
くら税金が掛か
るか試算した

引退期の課税金額が少ない



第3節
現役期と引退期の比較から、改善案を示す



指摘
• 引退期の課
税額が少な
い

• 現役期の非
課税の額が
多い

改善案１
• 引退期の課
税制度をさら
に強化する

• 例えるならば
所得税の税
率等の見直
し

改善案2
• 現役期の租
税支出を縮
小する

• 例えるならば
社会保険料
控除等の見
直し
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改善案
引退期に課税、現役期に非課税という考え方を変えるべき
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